
見附市選挙管理委員会告示第１２号 

 

令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員

選挙における見附市の各投票区の投票所を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

３９条の規定によりそれぞれ次の場所に設けたので、同法第４１条第１項の規定により

告示する。 

なお、当該選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査における見附市の各投票

区の投票所は、最高裁判所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第１３条の

規定により当該選挙における各投票区の投票所とそれぞれ同じである。 

 

令和８年１月２７日 

見附市選挙管理委員会 

委員長 佐野 眞砂子 

 
 

投 票 区 名 投票所を設けた場所 投 票 区 名 投票所を設けた場所 

第１投票区 中央公民館中ホール 第１１投票区 葛巻集会所 

第２投票区 見附小学校体育館 第１２投票区 葛巻地区ふるさとセンター 

第３投票区 本所保育園 第１３投票区 柳橋町集会所 

第４投票区 ネーブルみつけ研修室１ 第１４投票区 新潟小学校体育館 

第５投票区 庄川平ふるさとセンター 第１５投票区 わかくさキッズルーム 

第６投票区 見附第二小学校ランチルーム 第１６投票区 今町中学校体育館 

第７投票区 上北谷小学校体育館 第１７投票区 今町公民館大集会室 

第８投票区 田井小学校ランチルーム 第１８投票区 坂井町公会堂 

第９投票区 南中学校体育館 第１９投票区 下関町集落開発センター 

第 10 投票区 わかくさ中央こども園 第２０投票区 三林町集会所 

 

 

 


